
場所　エルガーラ８階大ホール

午後１時３０分～午後３時（午後１時受付開始）

〒８１０－００４２　福岡県福岡市中央区赤坂１７－２３　赤坂弁護士ビル４０５

8    24 月年平成 日10 金

TEL(092)762-1771   FAX(092)762-1770
■お問合せ先

主催者プロフィール

ドロワーくん

デモカシーくん ラ・ペちゃん

ドロワーくん

デモカシーくん ラ・ペちゃん 参加費は無料です！
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エルガーラ

弁護士と楽しく学ぼう！こどもサマー法律教室

春田久美子
福岡県弁護士会所属の弁護士。元裁判官。
中学生の息子と幼稚園の娘・２児の母親。
平成２２年法教育懸賞論文（主催；法務省・法
教育推進協議会、日本司法支援センター（法
テラス）、社団法人商事法務研究会。後援；日
本弁護士連合会、日本司法書士会連合会）に
て優秀賞受賞、平成２３年同懸賞論文法教育推進協議会賞受賞。各地の
小・中・高等学校に赴く《法教育》の出張（出前）授業に数多く取り組んでい
ます。福岡県弁護士会法教育委員会副委員長。九州弁護士連合会法教
育に関する連絡協議会委員。

法律の専門家である弁護士が、夏休み
のひととき（９０分間）、憲法の意味を、お
子様達と一緒に学ぶ特別授業です。
　一日限りの特別教室へ、是非、お子様
方を送り出して下さい。きっと、教室だけ
では
学べない、スペシャルな思い出になるは
ずです。よろしければ、お子様の様子を
ご覧に“授業参観”にお越しいただけまし
たらもっと幸いです。親子で一緒に学べ
るひとときをお過ごしいただけます。

  みんなは、どんなときに“幸せ”を感じますか？
　“幸せ”（Ｈａｐｐｙ ♥）が守られるために大切なことって？
  夏休みのひととき、色々な学校から集まるたくさんのお友達とと

もに、弁護士と一緒に楽しく考えてみましょう！お友だちを誘って
一緒に来てね。もちろん、一人での参加も大歓迎です。新聞で
ニュースになったことや外国の法律のことも紹介するよ。

小学生・中学生のみなさんへ
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弁護士と楽しく学ぼう！こどもサマー法律教室
学校の先生方や保護者の方のお越しもお待ちしています！

主催 

後援

弁護士春田久美子
（福岡県弁護士会所属）
西日本エルガーラビル
福岡県NIE推進協議会
西日本新聞社
福岡市教育委員会
北九州市教育委員会

考えてみよう！

受付スタート
授業の始まり

おしまい！（気をつけて帰ってね。）

１３：００
１３：３０

１５：００

＊簡単なゲーム（班・グループのお友達を知って、仲良くなろう！）
＊教えて！あなたのＨａｐｐｙ
＊“幸せ”な国ってどんな国？そのために大切なこと、必要なことってどんなこと？
＊みんなで考えたことを発表してみよう！

休憩

＊知ってる？憲法に込められた３つの大切なこと。
＊外国の憲法も紹介するよ！
＊へぇ～っ！これも憲法に関係するんだ（九州各地のニュースや偉人たちのお話）。

1部

2部

べん   ご    し

たくさんの弁護士が
みんなを待ってます。

考えて
みよう

！
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　昨年度から、新学習指導要領で、その充実がはかられた
《法教育》。
　様々なカリキュラムで色々な授業が可能ですが、今回は、
どの学校でも必ず取り上げる「憲法」を素材に、体験型・参加
型の双方向の授業例を具体的にご紹介します。
　難しく、抽象的になりがちな憲法を、子供目線で考える授
業です。子供たち自身の頭と心で考え、画用紙に書いたり、
発表したりの言語活動を交えながら、弁護士ならではの解説
も加えながら、楽しく学ぶことを目標としています。
　とりわけ、今回は、《ＮＩＥ（教育に新聞を‐Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ Ｉｎ Ｅ
ｄｕｃａｔｉｏｎ）》の取り組みと《法教育》のコラボレーションを試
みます。
　《法教育》の授業って一体なにをしたらいいの？とお悩み
の先生方にとってヒントにしていただけましたら幸いです。

　法律の専門家である弁護士が、夏休みのひととき（９０
分間）、憲法の意味を、お子様達と一緒に学ぶ特別授業
です。
　一日限りの特別教室へ、是非、お子様方を送り出して
下さい。きっと、教室だけでは学べない、スペシャルな思
い出になるはずです。よろしければ、お子様の様子をご覧
に“授業参観”にお越しいただけましたらもっと幸いです。
親子で一緒に学べるひとときをお過ごしいただけます。

法律の専門家である弁護士が、夏休み
のひととき（９０分間）、憲法の意味を、お
子様達と一緒に学ぶ特別授業です。
　一日限りの特別教室へ、是非、お子様
方を送り出して下さい。きっと、教室だけ
では
学べない、スペシャルな思い出になるは
ずです。よろしければ、お子様の様子を
ご覧に“授業参観”にお越しいただけまし
たらもっと幸いです。親子で一緒に学べ
るひとときをお過ごしいただけます。

  みんなは、どんなときに“幸せ”を感じますか？
　みんなの身近な人（おうちの方やお友だち）は、どんなときに
“幸せ”を感じるのか、インタビューしてみましょう！
　“幸せ”が守られるために大切なことって？
  夏休みのひととき、色々な学校から集まるたくさんのお友達とと
もに、弁護士と一緒に楽しく考えてみましょう。お友だちを誘って
来てね。もちろん、一人での参加も大歓迎です。新聞でニュースに
なったことや外国の法律のことも紹介するよ。

＊簡単なゲーム（班・グループのお友達を知って、仲良くなろう！）
＊教えて！あなたのＨａｐｐｙインタビューしたことを教えて！他の人のＨａｐｐｙ
＊“幸せ”な国ってどんな国？そのために大切なこと、必要なことってどんなこと？（班活動）
＊みんなで考えたことを発表してみよう！

＊知ってる？憲法に込められた３つの大切なこと。
＊外国の憲法も紹介するよ！
＊へぇ～っ！これも憲法に関係するんだ（九州各地のニュースや偉人たちのお話）。　　　　　
　　　　　　お土産もあるよ！
１５：００　　おしまい！（気をつけて帰ってね。）

こ ど も た ち へ

参 加 申 込 書

※本書に記載の個人情報は、本イベント及び今後の法教育のイベントの運営に必要な限りで使用し、その他の目的には使用しません。

※当日の模様は、テレビおよび新聞各社の取材が予定されており、記事として掲載ないし放映されることが予定されております。
　参加者は肖像権など一切の権利を主催者にご一任いただきます。

※学校やクラス単位でのお申込みの場合は、まとめてご記入いただける用紙を準備しておりますので、
　当事務所（０９２－７６２－１７７１）までご連絡下さい。

申し込んでくれたみんなには
招待状と、とっても簡単な“宿題”^ ＾を
お手紙でお送りするよ！

お土産も
あるよ！
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  新学習指導要領で、その充実がはかられた《法教育》の一つの授業例を紹介するイベントです。
　どの学校でも必ず取り上げる「憲法」をテーマに、その意義を、日常生活に根ざした子ども目線で考えてもらう体験型・参加
型・双方向型の授業を行います。
　とりわけ、今回は、《ＮＩＥ（教育に新聞を‐Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ Ｉｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）》と《法教育》のコラボレーションを試みます。
　近未来の子どもに求められる対話力やコミニュケーション能力、合意形成・問題解決能力を育むために有益な《法教育》。
授業作りのヒントにしていただけましたら幸いです。

　法律の専門家である弁護士が、夏休みのひととき（９０分間）、憲法について、お子様
達に分かり易くお伝えするワクワク授業です。
　夏休みの自由研究として、是非、お子様方を送り出して下さい。きっと、教室では学べないスペシャ

ルな思い出になるはずです。よろしければ、皆さまも“授業参観”にいらっしゃいませんか。親子
で一緒に楽しく学べるひとときをお過ごしいただけます。

学 校 の 先 生 方 へ

保 護 者 の 皆 さ ま へ


